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事事例例  １１（（聴聴覚覚）） 

（（適適切切なな事事例例・・語語音音明明瞭瞭度度５５００％％以以下下）） 
 

・純音による検査結果を必ず記入する。 

・語音による検査をしている場合は、その検査結果も記入すること。（ｄＢ値も必ず記入するこ

と。） 

〔〔解解説説〕〕  

   ・純音による検査は４分法で右７０．０ｄＢ、左７６．３ｄＢであり、６級相当であるが、語音による

検査（語音明瞭度）が右 ４０％（９０ｄＢ）、左 ４５％（９５ｄＢ）であることから、語音明瞭度が５

０％以下のものとして、聴覚障害（４級）が妥当である。 

      〔〔都都のの基基準準〕〕  

   １ 純音オージオメータ検査について 

    (ｱ) 純音オージオメータはＪＩＳ規格を用いる。 

    (ｲ) 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500、1000、2000ヘルツの純音に対する聴 

力レベル（ｄＢ値）をそれぞれａ、ｂ、ｃとした場合、次の算式により算定した数値とする。 

  ａ＋２ｂ＋ｃ 

        ４ 

   周波数 500、1000、2000 ヘルツの純音のうち、いずれか１又は２において、100ｄＢの音が聴取でき 

ない場合は当該部分のｄＢを 105ｄＢとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。 

   なお、前述の検査方法にて短期間中に数回聴力測定を行った場合は、最小の聴力レベル（ｄＢ値） 

をもって被検査者の聴力レベルとする。 

２ 語音による検査 

 (ｱ)  語音明瞭度の検査に当たっては、通常の会話音の強さでマイク又は録音機により発声し、その 

音量を適度に調節し、被検査者に最も適した状態で行う。 

    検査語はその配列を適宜変更しながら２乃至３秒に１語の割合で発声し、それを被検査者に書 

きとらせ、その結果、正答した語数を検査語の総数で除して、求められた値を普通話声の最良の 

語音明瞭度とする。 

スピーチオージオグラムを使用する場合、そこで描かれた語音明瞭度曲線から得られるその最

高明瞭度を以って、語音明瞭度の結果とする。 

(ｲ) 聴取距離測定の検査語は良聴単語を用いる。大声又は話声にて発声し、遠方より次第に接近

し、正しく聴こえた距離をその被検査者の聴取距離とする。 

   (ｳ)  両検査とも詐病には十分注意すべきである。 
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第4号様式(第3条関係) 

 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見 

 1 聴覚障害の状況及び所見 

  (1) 聴力(会話音域の平均聴力レ

ベル) 

 (4) 聴力検査の結果(ア又はイのいずれかを

記入する｡) 

 

  

 ア 純音による検査 

 

 

      500   1000  2000   Hz 

  

右   ７７００．．００  dB 

  

左   ７７６６．．３３  dB 

  (2) 障害の種類 
  

        

  

  

伝 音 難 聴 

  

        
0 
        

10 

感 音 難 聴 
        

20 
        

30 

混 合 難 聴 
        

40 
        

50 
  (3) 鼓膜の状況 

     異異常常ななしし  

(右)     (左)  

 
 (5)  身体障害者手帳（聴覚障害）の 

     所持状況  

   

有  ・  無  

 

(注) ２級と診断する場合、記載すること。 

        
60 

        
70 

        
80 

        
90 

        
100 

        
110 

  dB 

 

  イ 語音による検査（語音明瞭度） 

 

    右  ４４００ ％ （９９００ｄＢ） 

    左  ４４５５ ％ （９９５５ｄＢ） 

 2 平衡機能障害の状況及び所見 

  (1) 平衡失調の状況 

 

   ア 末梢性 

   イ 中枢性 

   ウ その他(             ) 

  (2) 所見 

 

   ア 閉眼起立   (可・不可) 

   イ 開眼直線歩行10m(可・不可) 

   ウ 閉眼直線歩行10m(可・不可) 
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事事例例  22（（聴聴覚覚））  

（（適適切切なな事事例例・・乳乳幼幼児児））  

 
・ 満３歳未満のため、オージオメーターによる検査が不可能な場合は、ＡＢＲ、Ａ

ＳＳＲやＣＯＲ等他覚的検査による判定が必要である。 

・ 上記の場合は、成長を待って純音聴力検査が必要なので、再認定に関する

所見を必ず記入すること。 

〔〔解解説説〕〕  

・ ３歳未満でＡＢＲによる検査で１０５ｄＢであること、またＣＯＲによる検査で９６ 

ｄＢであることから判断し、聴覚障害３級相当である。 

・ 再認定に関する所見の記入もある。 

〔〔都都のの基基準準〕〕  

乳乳幼幼児児のの聴聴力力測測定定ににつついいてて  

   原則として聴能訓練を行いながら聴力測定が可能となる時期を待って判定を 

うこととする。ただし、幼児の年齢に応じた聴力測定（ＡＢＲ、ＡＳＳＲ、ＣＯＲ等）が 

行える場合、医学的に判断しうる限度においてその障害程度の認定を行うことと 

する。  

   なお、１歳未満の乳幼児については、新生児聴覚スクリーニング検査等によ 

り、難聴が疑われ精密な聴力検査が必要とされた場合、ＡＢＲ、ＡＳＳＲ、ＢＯＡな 

ど各種の聴力検査、聴性行動反応検査及び観察も十分に行い、総合的に判定 

する必要がある。 
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事事例例  22（（聴聴覚覚））  

（（適適切切なな事事例例・・乳乳幼幼児児））  

 
・ 満３歳未満のため、オージオメーターによる検査が不可能な場合は、ＡＢＲ、Ａ

ＳＳＲやＣＯＲ等他覚的検査による判定が必要である。 

・ 上記の場合は、成長を待って純音聴力検査が必要なので、再認定に関する

所見を必ず記入すること。 

〔〔解解説説〕〕  

・ ３歳未満でＡＢＲによる検査で１０５ｄＢであること、またＣＯＲによる検査で９６ 

ｄＢであることから判断し、聴覚障害３級相当である。 

・ 再認定に関する所見の記入もある。 

〔〔都都のの基基準準〕〕  

乳乳幼幼児児のの聴聴力力測測定定ににつついいてて  

   原則として聴能訓練を行いながら聴力測定が可能となる時期を待って判定を 

うこととする。ただし、幼児の年齢に応じた聴力測定（ＡＢＲ、ＡＳＳＲ、ＣＯＲ等）が 

行える場合、医学的に判断しうる限度においてその障害程度の認定を行うことと 

する。  

   なお、１歳未満の乳幼児については、新生児聴覚スクリーニング検査等によ 

り、難聴が疑われ精密な聴力検査が必要とされた場合、ＡＢＲ、ＡＳＳＲ、ＢＯＡな 

ど各種の聴力検査、聴性行動反応検査及び観察も十分に行い、総合的に判定 

する必要がある。 
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第4号様式(第3条関係) 

 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見 

 1 聴覚障害の状況及び所見 

  (1) 聴力(会話音域の平均聴力レ

ベル) 

  （（ＡＡＢＢＲＲ））  

 (4) 聴力検査の結果(ア又はイのいずれか

を記入する｡) 

 

  

 ア 純音による検査 （（ＣＣＯＯＲＲ）） 

 

 

      500   1000  2000   Hz 

  

右  １１００５５ dB 

  

左  １１００５５ dB  

   (2) 障害の種類 
 

        

  

  

伝 音 難 聴 

 

        
0
        

10

○○ 感 音 難 聴 
        

20
        

30

混 合 難 聴 
        

40
        

50
  (3) 鼓膜の状況 

(右)     (左)  

   

異異常常ななしし  

  

  (5)  身体障害者手帳（聴覚障害）の

     所持状況   

有  ・  無  

(注) ２級と診断する場合、記載すること。

        
60

        
70

        
80

        
90

        
100

        
110

  dB 

 

  イ 語音による検査（語音明瞭度） 

 

    右     ％ （   ｄＢ）

    左     ％ （   ｄＢ）

 2 平衡機能障害の状況及び所見 

  (1) 平衡失調の状況 

 

   ア 末梢性 

   イ 中枢性 

   ウ その他(             ) 

 

 

  (2) 所見 

 

   ア 閉眼起立   (可・不可) 

   イ 開眼直線歩行10m(可・不可) 

   ウ 閉眼直線歩行10m(可・不可) 
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